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本手引きはIT導入支援事業者と中小企業・小規模事業者等を対象に、交付申請を

行う際の準備、手続き、注意点等について記載しています。本手引きに沿って、交付

申請を行ってください。

なお、本手引きの内容は、予告なく変更となる場合があります。更新版の手引きは

本事業のホームページにて公開のうえ告知します。また、変更点は手引き内に明記し

ます。
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「IT導入支援事業者」が確認する項目 「申請者」が確認する項目

本手引きについて

本手引きでは、２つのアイコンを用いて交付申請における手続き等の説明をしています。

交付申請を行うにあたっては公募要領をあわせて確認してください。

公募要領 通常枠（A・B類型）

公募要領 特別枠（C・D類型）

https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_application_guidelines.pdf
https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_application_guidelines_tokubetsuwaku.pdf
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事業目的IT導入補助金について

本事業は、以下スキーム図のように「IT導入補助金事務局」「IT導入支援事業者」「中小企

業・小規模事業者等」の3者で遂行されます。

本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変

更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、

中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するＩＴツール（ソフトウェア、サービス等）

を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業

者等の生産性向上を図ることを目的とします。（通常枠：Ａ・Ｂ類型）

また、新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、現下及びポストコロナの

状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスク

に繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務の非対面化に取り組む中⼩企

業・小規模事業者等の積極的なＩＴ導入を優先的に支援します。（低感染リスク型ビジネス

枠（特別枠：C・D類型））
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＜中小企業・小規模事業者等（申請者/補助事業者）＞

生産性向上のため業務プロセスの改善と効率化に資するITツールを導入し、補助金の交付を受ける者

を指します。

＜IT導入支援事業者＞

中小企業・小規模事業者等が補助事業を円滑に実施するためのサポート等を行う、本事業における事業

パートナーを指します。

＜IT導入補助金事務局＞

一般社団法人サービスデザイン推進協議会が運営するサービス等生産性向上IT導入支援事業事務局を

指し、申請の受付、検査、補助金の交付等を行います。

事業スキーム
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１．事業内容
･････P.6

･････P.8

･････P.7

1. 交付申請とは
2. 公募スケジュール
3. 申請についての注意点
4. 交付申請の流れ

1. 主な入力項目
2. 必要な添付書類
3. 添付書類についての注意点
4. 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～プロセス数
5. 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～A類型
6. 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～B類型
7. 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～C類型
8. 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～D類型
9. 交付申請を行う際のITツールについての注意点

1. 申請マイページ招待を行う（IT導入支援事業者）
2. 交付申請の作成を行う（申請者）
3. 交付申請の作成を行う（IT導入支援事業者）
4. 交付申請の作成を行う（申請者）
5. 交付申請の提出を行う（申請者）

1. 事業実施時の注意点

２．交付申請について

３．交付申請を行う

４．交付申請入力画面イメージ

6．交付決定後の流れ
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2. 特別枠（C・D類型）について
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4. 補助対象経費及び補助率、対象類型、補助上限額・下限額
5. 類型判別チャート
6. 賃上げ目標・要件
7. 申請の対象となる事業者/中小企業・小規模事業者等の定義
8. 申請要件/gBizIDについて・SECURITY ACTIONについて
9. 補助対象となるITツール
10. 補助対象外経費
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１．事業内容

1. 補助対象となる事業

2. 特別枠（C・D類型）について

3. 特別枠（C・D類型）で要件となるITツールについて

4. 補助対象経費及び補助率、対象類型、補助上限額・下限額

5. 類型判別チャート

6. 賃上げ目標・要件

7. 申請の対象となる事業者/中小企業・小規模事業者等の定義

8. 申請要件/gBizIDについて・SECURITY ACTIONについて

9. 補助対象となるITツール

10. 補助対象外経費

11. 加点項目

12. 事業フロー
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令和２年度第三次補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業

低感染リスク型ビジネス枠（特別枠：C・D類型）について

１－２ 特別枠（C・D類型）について

令和２年度第三次補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助金） 低感染リスク型

ビジネス枠（以下「特別枠C類型・D類型」という。）では、新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続

している中で感染拡大を抑えながら経済の持ち直しを図り、中小企業のポストコロナに向けた経

済構造の転換・好循環を実現させるため、令和２年度第一次・二次補正で措置した特別枠を改編

し、現下及びポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向

上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務の非対面化に

取り組む中⼩企業・小規模事業者等の積極的なＩＴ導入を優先的に支援します。

同時に執行する令和元年度補正（令和三年度繰越）ＩＴ導入補助金の通常枠（A類型・B類型）とは、

制度等に一部異なる点があるため、注意してください。

遡及（さかのぼり）申請可能期間について

特別枠に限り新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響下において、交付決

定後に実施する事業に加え、可及的速やかに実施された事業に対しても支援を行うべきであると

いうことから、原則である下記①のケースに加え、特例として下記②の遡及（さかのぼり）申請の

ケースも、補助対象事業として認めます。

① 交付決定日以降に補助対象事業を実施するケース

事務局に登録されたＩＴ導入支援事業者及びＩＴツールの中から、ＩＴツールを選定し、交付決定日

以降に事業（契約・納品・支払い）を実施するケース。

② 遡及（さかのぼり）申請可能期間中に補助対象事業を実施するケース

一刻も早い業務形態の非対面化の必要性の理由から公募開始前の遡及申請可能期間（２０２

１年１月８日（金）以降から交付決定前までの期間）に、ＩＴツール導入についての契約を実施し、そ

の後、補助事業者による交付申請までの間に当該ＩＴツールとそれを提供するＩＴ導入支援事業者

が事務局に登録されたケース。

つまり、２０２１年１月７日（木）以前に実施された事業は、補助対象外となるため注意してください。

本事業は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企

業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改

善と効率化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたＩＴツールを導入する補助

事業者に対し、当該ＩＴツールの導入費用の一部を補助するものです。

１ 事業内容 １－１ 補助対象となる事業
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特別枠においては、業務の非対面化に資するツール（非対面化ツール）の導入を前提に、
「C類型（低感染リスク型ビジネス類型：複数のプロセス間で情報連携されるツールを導入し
複数のプロセスの非対面化や業務の更なる効率化を行うことを目的とした事業）」と「D類
型（テレワーク対応類型：テレワーク環境の整備に資するクラウド対応ツールを導入し複数の
プロセスの非対面化を行うことを目的とした事業）」に申請する事業を補助対象とします。

１－３ 特別枠（C・D類型）で要件となるITツールについて

非対面化ツールとは

事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備をはじめ、対人接触の機会を低

減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換（業務形態の

非対面化）に資する、労働生産性の向上を目的としたＩＴツールをいいます。

ITツール登録時に、非対面化を実現するITツールであることを申告し、非対面化ツールとし

てITツール登録されている必要があります。

連携型ツール（連携型ソフトウェア）とは

業務の非対面化を前提とし異なるプロセス間での情報共有や連携を行うことで補助事業者

の労働生産性の向上に寄与するものです。

単一ツールにより複数プロセス間の連携をするものや、複数ツールで構成され複数プロセ

ス間の連携を可能とするものを、事前に連携ソフトウェアとして事務局へITツール登録する

必要があります。

※交付申請時に申請するITツールで連携させるものではありません。事前にITツール登録を

行ってください。

クラウド対応ツールとは

国が推進するソフトウェアの「クラウド化」に資するＩＴツールです。

ソフトウェアのプログラムが提供事業者が用意するクラウドサーバーで稼働するもの（いわゆ

るSaaS）や、自社で用意したプライベートクラウド等で稼働するＩＴツールが該当します。

D類型では申請の必須要件となります。D類型で申請するには、ITツール登録時に、クラウ

ド対応しているITツールであることを申告し、クラウド対応ツールとしてITツール登録されて

いる必要があります。（A,B,C類型では加点項目となります。）
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補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計については、補助上限
額・下限額の範囲内で補助をします。
申請類型によって補助対象経費、補助率、補助金申請額が異なります。

※ 補助金は、事務局から補助事業者に直接支払います。
※ 補助金額の１円未満は切り捨てとします。

１－４ 補助対象経費及び補助率、対象類型、補助上限額・下限額

・ 交付決定時の類型は変更できません。実績報告時に補助金申請額の変更があった場合も、交付決定時の
類型の責務が課されます。

類型 補助金申請額 補助率 補助対象 補助対象経費の考え方 導入ツール要件

A類型
３０万～

１５０万未満

B類型
１５０万～

４５０万以下

C-1類型
３０万～

３００万未満

C-2類型
３００万～

４５０万以下

D類型
３０万～

１５０万以下

上記AB類型の要件に加え、テレワーク
環境の整備に資するクラウド環境に対
応し、複数プロセスの非対面化を可能
とするITツールであること。

２／３
以内

ソフトウェア購入費用及び
導入するソフトウェアの利用
に必要不可欠なハードウェア
のレンタル費用と関連するオ
プション・役務の費用

類型ごとのプロセス要件を満たすもの
であり、労働生産性の向上に資するIT
ツールであること。
(※以下C,D類型においても当該要件
は前提条件)

１／２
以内

上記AB類型の要件に加え、複数のプロ
セス間で情報連携し複数プロセスの非
対面化や業務の更なる効率化を可能と
するITツールであること。

ソフトウェア購入費用及び
導入するソフトウェアに関連
するオプション・役務の費用

「交付決定日以降」にＩＴツールの契
約・納品・支払いが行われるもの

「交付決定日以降」にITツールの契
約・納品・支払いが行われるもの、あ
るいは、「２０２１年１月８日以降」にＩ
Ｔツールの契約・納品・支払いが行わ
れ、交付申請までに当該ＩＴツールと
それを提供するＩＴ導入支援事業者
が事務局に登録されたもの

１－５ 類型判別チャート

導入するITツールと補助金申請額から類型と賃上げ目標の要件を確認してください。

類型判定チャート
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・ C-2類型の要件を満たす場合でも、交付申請時に申請する補助額を自主的にC-1類型の補助額の範囲
内（30万円以上300万円未満）で申請することは可能です。

・ B類型の要件を満たす場合でも、交付申請時に申請する補助額を自主的にA類型の補助額の範囲内（30
万円以上150万未満）で申請することは可能です。
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１－６ 賃上げ目標・要件

賃上げ目標が要件となる類型では、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均１．５％以上の増加目標が達成でき
ていない場合は、補助金の全部の返還を求める場合があります。

年率平均1.5％の計算は、年平均成長率（CAGR）を用いて計算します。
※年平均成長率(CAGR)とは、指定した複数年にわたる成長率から、1年あたりの幾何平均を算
出したもののこと。

給与支給総額とは、全従業員（非常勤を含む）及び役員に支払った給与等（給料、賃金、賞与及び
役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く）をいいます。

被用者保険の任意適用とは、従業員規模５１名～５００名の企業が短時間労働者を厚生年金に加
入させることを指します。

賃上げ目標・要件について

※今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者（特別枠の事業者）については 補助事業実施年度に感染症
の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ目標を据え置きし、その翌年度から３年の間にこの目標値を達成する計
画とすることが可能です。

以下の要件をすべて満たす３年の事業計画を策定し従業員に表明していることが、申請類型によ

り申請の必須要件または加点項目となります。 ※詳細は公募要領を参照してください。

（注）以下の事業者については賃上げ要件の適用外とします。

① 賃上げ要件が加点項目となる申請類型を選択し交付申請した事業者

② 1-7 申請の対象となる事業者に定める小規模事業者

③ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険

医療機関及び保険薬局

④ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者

⑤ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事

業を行う事業者

⑥ 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が１年以上などの一定の要件を満たす各種学校

 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均１．５％以上増加すること

（被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用

に取り組む場合は、年率平均１％以上増加すること）

 事業計画期間において、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）を地域別最低賃金＋３０

円以上の水準にすること

事業計画内容

公募要領 通常枠（A・B類型） 公募要領 特別枠（C・D類型）

https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_application_guidelines.pdf
https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_application_guidelines_tokubetsuwaku.pdf
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本事業において、申請の対象となる中小企業・小規模事業者等は、以下のとおりです。

10

中小企業の定義

１－７ 申請の対象となる事業者 / 中小企業・小規模事業者等の定義

小規模事業者の定義

【参考】過去年度のＩＴ導入補助金において、申請を受け付けた組織形態の事業者

株式会社 有限会社 合同会社 合名会社 合資会社 特定非営利活動法人（NPO法人） 企業組合 協業組合
事業協同組合 協同組合連合会 商工組合 商店街振興組合 商店街振興組合連合会 生活衛生同業組合
生活衛生同業小組合 一般社団法人 一般財団法人 学校法人 公益社団法人 公益財団法人 農事組合法人
労働組合 農業協同組合 農業協同組合連合会 漁業協同組合 漁業協同組合連合会 土地改良区 森林組合
森林組合連合会 商工会 商工会連合会 商工会議所 青年会議所 企業年金基金 都道府県職業能力開発協会
健康保険組合 土地改良事業団連合会 等（順不同）

※1.「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は

予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しないものとする。

※2.本事業に申請する全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、且つ申請・導入するＩＴ

ツールは、製品・サービスの生産・提供などの生産性向上に資するものであること

※３．大企業とは、上記の表に規定する中小企業・小規模事業者等以外の者であって、事業を営む者を言う。ただし、次のいずれかに該当する者につい

ては、大企業として取り扱わないものとする。

・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社

・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
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交付申請を行うには、申請する類型の申請要件をすべて満たしている必要があります。

通常枠（A・B類型）、特別枠（C・D類型）、それぞれ要件が異なりますので、公募要領に記載

の申請要件をよく読んだうえで、申請を行ってください。

要件を満たしていない者は申請が行えません。

申請要件については、必ず公募要領にてご確認ください。

１－８ 申請要件/gBizIDについて・SECURITY ACTIONについて

公募要領 通常枠（A・B類型） 公募要領 特別枠（C・D類型）

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュ

リティ対策に取組むことを自己宣言する制度。本補助事業では、「SECURITY ACTION」の「★

一つ星」または「★★ 二つ星」の宣言を要件とし、交付申請作成時に宣言済アカウントIDの入力を

求め確認を行うことします。

・「SECURITY ACTION」の概要説明

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/it-hojo.html

・「SECURITY ACTION」の申込みURL

https://security-shien.ipa.go.jp/security/entry/

・問い合わせ先：独立行政法人情報処理推進機構（IPA）

ＴＥＬ ：03-5978-7508

お問合せ時間：9:30～12:30、13:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）

お問合せフォーム：https://security-shien.ipa.go.jp/portal/inquiry/index.html 

-gBizIDについて-

経済産業省及び中小企業庁では、複数の行政サービスを１つのアカウントにより利用すること

のできる認証システムであるgBizIDの利用を推奨しています。gBizIDのアカウントを取得する

と、このシステムにつながる行政サービスでの利用が可能となります。また、利用することのでき

る行政サービスについては、順次拡大を図っていきます。なお、gBizIDのご利用には料金は発

生しません。ただし、将来にわたって無料であることをお約束するものではありません。

本事業の申請においては、「gBizIDプライム」アカウント（ID・パスワード等）が必要となります。

（参考）gBizID ホームページ
https://gbiz-id.go.jp/top/

gBizIDについて

SECURITY ACTIONについて

11

本事業の申請においては、「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」の宣
言が要件となります。

https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_application_guidelines.pdf
https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_application_guidelines_tokubetsuwaku.pdf
https://gbiz-id.go.jp/top/
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１－９ 補助対象となるITツール

12

③ 役務

カテゴリー６ 導入コンサルティング カテゴリー７

導入設定・マニュアル作成・導入研修

カテゴリー９ ハードウェアレンタル ※C,D類型申請用

カテゴリー８ 保守サポート

交付決定後に発生するＩＴツールの導入
に向けた詳細設計（導入計画、教育計画の
策定等）などのコンサルティング費用 ＩＴツールのインストール作業や動作確認

の費用、操作指導等の教育費用やマニュア
ル作成費用等

ＩＴツールの保守費用全般。ＩＴツールが
納品された日から最大１年間分の保守費
用が対象

（補助対象となるハードウェアについて）
本事業において、カテゴリー９のハードウェアレンタル費の内訳は以下a,b,cに限定する（以下に該当しない機器及び周辺機器のレ

ンタル費は補助対象外）。
a）デスクトップ型PC、ラップトップ型PC、タブレット型PC、スマートフォン
b）a)に接続し業務形態の非対面化の目的に対応したWEBカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーター（Wifiルーター・アクセ

スポイント等）、ディスプレイ、プリンター
c）業務形態の非対面化の目的に対応したキャッシュレス決済端末及び付属品

① ソフトウェア

保有する機能がITツール登録要領にて定義するプロセス（業務プロセスまたは汎用プロセス）の中からいずれか１つ以
上に該当するソフトウェアが対象となる。業務プロセスとはソフトウェアが保有する機能を導入することによって、特定の
業務の労働生産性が向上するまたは効率化される工程のことを指す。汎用プロセスとは業種・業務に限定されず、業務プ
ロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させる専用ソフトウェアを指す。
※各プロセスの詳細は

カテゴリー１ 単体ソフトウェア

カテゴリー２ 連携型ソフトウェア ※C類型申請用

部門を超えて全社最適にデータを活用し、複数のプロセスに対応・連携するＩＴツールを導入し業務形態の非対面化に資
するＩＴツール。ＩＴツールの導入により企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧
客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業
文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することを目的とする。

「ITツール」とは、補助事業者の労働生産性向上に資する①ソフトウェア、②オプション、

③役務の３つからなります。補助事業者のプロセスのさらなる効率化と、事業所以外の遠

隔地から業務を行うテレワーク環境の整備や、対人接触の機会を低減するよう非対面又は

遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換（業務形態の非対面化）に資する

労働生産性の向上を目的としたものです。

なお、特別枠（C類型・D類型）においては、通常枠(A類型・B類型)では補助対象とならな

いハードウェアレンタルも、役務の一つと認められます。

② オプション

カテゴリー３ 機能拡張 カテゴリー４ データ連携ツール カテゴリー５ セキュリティ

ソフトウェアの機能を拡張するもの。
フォーマット変換、バックアップ、ファイル管
理などのユーティリティー、ＷＥＢサーバ、Ｄ
Ｂサーバ、システム運用などのミドルウェア
パッケージ。

ソフトウェアのデータソースからデータ
を受け取り、ソフトウェアやシステム間で
データを相互に共有・活用ができるように
連携・同期を行うもの。ＥＡＩやＥＴＬ製品な
どが対象となる。
ＥＡＩ・・・Enterprise Application 

Integrationの略 ＥＴＬ・・・Extract 
Transform Load の略

データの暗号化、悪意あるウイルスから
の防御、アクセス制限、改ざん排除等を行
う情報セキュリティ対策や業種・業務を問
わない防犯システム

ITツールについての詳細は、「ITツール登録要領」 を参照してください。

「ITツール登録要領」 を参照してください。

https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_tool_guidelines.pdf
https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_tool_guidelines.pdf
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代表的な補助対象外経費は以下のとおりです。

 １つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純

計算にて帳票やグラフ・表等に印刷する、または画面等に表示する等、単一の処理を

行う機能しか有しないもの。（例：会計業務全般をカバーする機能を有するものでは

なく、請求書作成機能のみのソフトウェアなど）

 すでに購入済のソフトウェアに対する単なる増台や追加購入分のライセンス費用、ま

た既存ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用

 ホームページと同様の仕組みのもの（情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機

能しかないもの。）ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは

対象となる。

 ホームページ制作ツールやブログ作成システム等のＣＭＳで制作した簡易アプリケー

ション。

 一般市場に販売されていないもの。特定の顧客向けに限定されたもの。

 製品が完成されておらず、スクラッチ開発が伴うソフトウェア。過去に特定顧客向け

に開発したコード（開発実績）を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加

スクラッチ開発を伴うもの。（ECサイト制作を除く）

 大幅なカスタマイズが必要となるもの。

 ハードウェア製品。（ハードウェアレンタルのカテゴリーで認められる経費を除く）

 組込み系ソフトウェア。（特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム。

例：タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム）

 恒常的に利用されないもの。（緊急時等の一時的利用が目的で生産性向上への貢献

度が限定的のもの）

 広告宣伝費、広告宣伝に類するもの。

 単なる情報提供サービスや、会員登録しＷＥＢ上でサービスの提供を受ける仕組み

のもので業務機能を有さないもの。

 ホームページ制作、ＷＥＢアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、ＶＲ・ＡＲ用コンテン

ツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、単なるコンテンツ配信管理システム。

 業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価

値を加えることが目的のもの。

 補助事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの。（売上原

価に相当すると事務局が判断するもの。）

 料金体系が従量課金方式のもの。

 対外的に無料で提供されているもの。

 リース料金。

 交通費、宿泊費。

 補助金申請、報告に係る申請代行費。

 公租公課（消費税）。

 その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務

局が判断するもの。

１－10 補助対象外経費
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＜地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画とは＞

地域未来投資促進法（平成19年法律第40号）は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済

的波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取組を支援するもの。地方公共団

体が策定した基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業（※）計画を、都道府県が承認

する。

（※）地域経済牽引事業の定義：①地域の特性を生かして、②高い付加価値を創出し、➂地域の事業

者に対する相当の経済的効果を及ぼす事業

・地域未来投資促進法の参照URL

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html

・制度全体に関する問い合わせ先：

経済産業省 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課 地域未来投資促進室

電話：03-3501-1587

・また、最寄りの経済産業局等でも御相談に応じています。

北海道経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部地域経済課内） 電話：011-709-2311

（内線2553）

東北経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部地域経済課内） 電話：022-221-4876

関東経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部企業立地支援課内） 電話：048-600-0272

中部経済産業局 地域未来投資促進室

東海担当（地域経済部地域振興室内） 電話：052-951-2716

北陸担当（電力・ガス事業北陸支局地域経済課内） 電話：076-432-5518

近畿経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部地域開発室内） 電話：06-6966-6012

中国経済産業局 地域未来投資促進室（産業部産業振興課内） 電話：082-224-5638

四国経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部新規事業室内） 電話：087-811-8516

九州経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部企業成長支援課内） 電話：092-482-5435

内閣府沖縄総合事務局 地域未来投資促進室（経済産業部企画振興課内）電話：098-866-1727

• 地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得していること

• 導入するＩＴツールとしてクラウド製品を選定していること

（D類型はクラウド対応ツールの導入が必須要件であることから加点としない）

＜クラウドを利用したＩＴツール導入の検討とは＞

2018年6月7日各府省庁情報化統括責任者（CIO）連絡会議で決定された「政府情報システムにお

けるクラウドサービスの利用に係る基本方針」のクラウド・バイ・デフォルト原則に基づき、クラウド

ツールの導入を促すこととする。

・政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針参照URL

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/cloud_policy_20210330.pdf

１－11 加点項目

審査において加点対象となる取組、関連事業は以下のとおりです。
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＜「地域未来牽引企業」とは＞

経済産業省において、地域未来投資促進法における地域経済牽引事業の担い手の候補として、こ

れまでに全国で4,700者の企業や団体を選定。選定された「地域未来牽引企業」は、地域の特性を

生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域

の経済成長を力強く牽引する事業を更に積極的に展開されること、または、今後取り組まれること

が期待されている。

・地域未来牽引企業 参照URL

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/index.html 

・問い合わせ先：

経済産業省 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課 地域未来投資促進室

電話 03-3501-1587

・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均１．５％以上増加（被用者保険の適用拡大の対

象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均１％

以上増加）

・事業計画期間において、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）を地域別最低賃金＋３０

円以上の水準にする

• 交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済

産業省に提出していること。

① 賃上げ要件が加点項目となる申請類型を選択し交付申請した事業者
② 1-7 申請の対象となる事業者に定める小規模事業者
③ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保

険医療機関及び保険薬局
④ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者
⑤ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事

業を行う事業者
⑥ 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が１年以上などの一定の要件を満たす各種学校

• 加点となる類型で交付申請を行った或いは以下に記載の①～⑥に該当する事業者であって、以

下の要件を全て満たす事業計画を策定し、従業員に表明していること

1－11 加点項目

• 導入するＩＴツールとしてインボイス制度対応製品を選定していること。

15
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本事業は以下のフローで行います。

１－１2 事業フロー

通常枠（A・B類型）においては、「交付決定」を受ける前に、契約・発注、支払い等を行った場

合は、補助金の交付を受けることができません。 必ず、「交付決定」を受けた後に事業を開

始してください。

16

IT導入支援事業者への登録を希望する者は、事務局へ

IT導入支援事業者登録申請を行います。IT導入支援事

業者登録申請完了後、事務局の審査、外部審査委員会の

審査を経て採否を決定します。

IT導入支援事業者登録

--------- 提出された交付申請は、外部審査委員会による審査を経て採否が決定します。---------

IT導入支援事業者は、補助対象となるITツールを事務局

へ登録します。ITツール登録申請完了後、事務局の審査、

外部審査委員会の審査を経て採否を決定します。

登録されていないITツールは交付申請をすることができ

ません。

ITツール登録

補助金の交付を希望する中小企業・小規模事業者等（「申請者」または「補助事業者」という。）

とIT導入支援事業者は、交付申請に必要な情報を取り揃え、交付申請を作成します。交付申

請は、申請者が事務局へ提出をします。

「交付決定」となった申請者へ事務局は「交付決定通知」を行います。交付決定通知を受けた

申請者は「補助事業者」となり、補助事業を開始することができます。

交付申請

交付決定

特別枠に限り、2021年1月８
日（金）以降に、ITツールの導
入契約を行った事業も対象と
なります。

注）交付申請までに当該ＩＴツール
とそれを提供するＩＴ導入支援事業
者が事務局に登録されている必要
があります。

遡及申請可能期間について
※特別枠のみ

※IT導入支援事業者の登録申請手続きは通常枠、特別枠ともに共通です。

2021年1月８日（金）

事業実施

※ITツール登録の手続きは通常枠、特別枠ともに共通です。

ITツール登録についての詳細は、「ITツール登録の手引き」 を参照してください。

https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_apply_example.pdf
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１－12 事業フロー

17

実施した事業内容を事務局へ報告します。報告された内容は事務局にて確定検査を行います。

必要に応じて立入検査・ヒヤリング等を行うことがあります。

事業実績報告

確定検査の結果、補助事業が適切に実施されたことが認められると、事務局は補助事業者へ

補助金確定内容の承認を依頼します。補助事業者は内容を確認し、承認を行います。

補助金額の確定

事務局は補助事業者へ「補助金額確定の通知」を行い、補助金を交付します。

補助金の交付

IT導入支援事業者と補助事業者は、補助事業終了後事務局が定めた期間における生産性向

上等に関する情報を事務局へ報告します。また、IT導入支援事業者は補助事業終了後も補助

事業者のサポートを行います。

事業実施効果報告・アフターフォロー

交付決定を受けた後、補助事業を実施します。事業実績報告時に必要となる情報を事前に確

認し、事業に係る証憑は全て破棄等せずに保管をします。

事業実施

※詳細は、後日公開予定の「事業実施・実績報告の手引き」を参照してください。

年度 事業実施効果報告対象期間 事業実施効果報告期間

１年度目 ２０２2年４月１日～２０２3年３月31日 ２０２3年４月～２０２３年5月

２年度目 ２０２3年４月１日～２０２4年３月31日 ２０２4年４月～２０２４年5月

３年度目 ２０２4年４月１日～２０２5年３月31日 ２０２5年４月～２０２５年5月

実績報告時に必要な証憑が提出できない場合、補助金の交付を受けることができません。

事業を実施する際には、必ず契約を最初に行ってください。契約前に「納品」・「支払い」を行った場合、
補助金の交付を受けることができません。



２．交付申請について

1. 交付申請とは

2. 公募スケジュール

3. 申請についての注意点

4. 交付申請の流れ
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２－１ 交付申請とは２ 交付申請について

• 交付決定を受けた事業者は、交付決定日から１２ヶ月以内に同一事業（令和元年度補正サービス

等生産性向上ＩＴ導入支援事業・令和２年度第三次補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業）

での申請は行えません。

• 本公募にて不採択となった場合や、交付決定後に申請の取り下げを行った場合は、次回以降の

締め切りまでに交付申請は可能です。

• 事務局へ提出した申請内容の訂正や、書類の差し替え等はできません。また、採否が発表される

まで取り下げもできませんので、十分に内容を確認のうえ申請してください。

２－２ 公募スケジュール

交付申請の締切時間は、締切日の１７：００です。

交付申請の提出は、日時に余裕をもって行ってください。

締切時間を超えた場合は、いかなる理由であっても受付対応は一切いたしかねます。

• 締切時間直前は申請マイページへのアクセスが集中するため、各種画面の遷移、SMS認証などに伴

う接続時間が通常よりも長くかかる可能性があります。

交付申請とは、補助金の交付を希望する中小企業・小規模事業者等が、事業計画・事業

費等を事務局へ申請することです。

申請者とIT導入支援事業者は相談のうえ、必要情報・書類を揃え事務局へ申請を行ってく

ださい。

申請できるのは、IT導入補助金２０２１の公募期間中、中小企業・小規模事業者等（1法人・1個人事

業主）当たり、１申請のみとなります。

交付申請・事業実施期間（予定）

交付申請期間 202１年４月７日～以降の公募締切スケジュールは順次公開予定

事業実施期間 交付決定後～6ヶ月間程度 ※詳細日時は別途指定

本事業の公募は、複数回締切を設け、それまでに受け付けた申請を審査し交付決定を行う予定です。

スケジュールの詳細が決まり次第、本事業ホームページ上で公開します。

※制度内容・スケジュール等は変更する場合があります。

本事業の手続きは、全て電子申請にて行います。

IT導入支援事業者には「IT事業者ポータル」、申請者には「申請マイページ」が付与され

ます。交付申請を始める際には、申請者はIT導入支援事業者から申請マイページの招待

をうけ、申請マイページの開設を行います。

２－３ 申請についての注意点
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申請者が入力した情報の確認、IT導入支援事業者担当
者情報、計画数値、導入するITツール情報の入力をしま
す。

IT導入支援事業者

IT導入支援事業者は、IT事業者ポータルから申請マイ
ページの招待を行います。

IT導入支援事業者の入力が完了したら、申請者は申請マ
イページにログインし、申請要件の確認、賃金情報、申請
内容の確認をします。

SMS認証による本人確認を行い交付申請を事務局へ提
出します。

申請マイページへの招待

申請マイページ開設

交付申請の作成開始

gBizIDログイン

交付申請情報の入力

交付申請情報の入力

SMS認証・提出

申請者

gBizIDにてログインを行います。

申請マイページから交付申請の作成を開始します。
基本情報、財務情報、経営情報の入力、必要書類の添付、
申請類型の選択をします。

交付申請は以下の流れで行います。

IT導入支援事業者

申請者

審査

申請者は、申請マイページ招待メールに記載のURLから、
申請マイページ開設を行います。

事務局での審査、外部審査委員会においての審査を
経て事務局は採否を決定し交付決定となります。

採択・交付決定

事務局

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

２－４ 交付申請の流れ

20

申請の手続きは、通常枠、特別枠ともに同じです。

申請マイページ、IT事業者ポータルのご利用はWindows環境でのMicrosoft® Edge®、Google Chrome™の各最新

版を推奨しています。推奨環境以外でご利用された場合は、表示や動作が正しく行われない可能性があり、正しい申請情報を提
出いただけず、審査が行えません。必ず上記推奨ブラウザをご利用ください。



３．交付申請を行う

1. 主な入力項目

2. 必要な添付書類

3. 添付書類についての注意点

4. 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～プロセス数

5. 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～A類型

6. 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～B類型

7. 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～C類型

8. 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～D類型

9. 交付申請を行う際のITツールについての注意点
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申請類型選択

申請者宣誓

・ SECURITY ACTION自己宣言ID

交付申請を行うには、必要な情報と必要な書類があります。事務局へ提出された申請内

容や書類により審査を行いますので、正確に情報を入力し、内容に相違や不足等がないか

提出前に十分確認を行ってください。 事務局へ提出した申請内容の訂正や、書類の差し

替え等はできません。 必要な書類については本手引きP.23に記載しています

３－１ 主な入力項目３ 交付申請を行う

IT導入支援事業者

申請者が入力する項目です。申請者

IT導入支援事業者が入力する項目です。

申請者

IT導入支援事業者

IT導入支援事業者

22

申請マイページのご利用はWindows環境での
Microsoft® Edge®、Google 
Chrome™の各最新版を推奨しています。

推奨環境以外でご利用された場合は、表示や動
作が正しく行われない可能性があり、正しい申
請情報を提出いただけず、審査が行えません。
必ず上記推奨ブラウザをご利用ください。

申請者

申請者

申請者
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②法人税の納税証明書（その１またはその２）

• 住民票は交付申請日から遡って、３か月以内に発行されているものに限ります。
• 運転免許証は交付申請日が有効期限内であるものに限ります。
• 免許証の裏面に変更履歴が記載されている場合は、裏面も提出してください。

②所得税の納税証明書（その１またはその２）

③所得税確定申告書B
• 税務署が受領した直近分のもの限ります。
• 税務署が受領したことがわかるものに限ります。

交付申請時には以下の書類の提出が必要となります。法人での申請、個人事業主での
申請、それぞれ必要な書類を確認し準備のうえ、交付申請を開始してください。

• 交付申請日から遡って、３ヶ月以内に発行されているものに限ります。

• 直近分のものに限ります。

• 税務署の窓口にて発行されているものに限ります。

• 電子納税証明書（納税証明データシート等）は認められません。

①運転免許証または運転経歴証明書または住民票

• 直近分のものに限ります。
• 税務署の窓口にて発行されているものに限ります。
• 電子納税証明書（納税証明データシート等）は認められません。

①履歴事項全部証明書

※個人事業主が、旧姓で事業を行っており、①と②及び③の姓名が不一致となる場合、姓名の変更がわか
る書類を、①とあわせて添付してください。

法人が交付申請するにあたり必要な書類

個人事業主が交付申請するにあたり必要な書類

３－２ 必要な添付書類

23

必要書類が揃わない場合は申請の対象となりません。

また、お問い合わせいただきましても対応できませんのでご了承ください。

事務局へ提出した申請の訂正や、書類の差し替え等はできません。また、採否が発表されるまで

取り下げることもできませんので、十分に内容を確認のうえ申請してください。

交付申請を開始するにあたり、事前に必要な書類をご準備ください。
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以下の項目を必ず確認し、添付してください。

※該当しない項目がある場合、有効な書類と認められません。

☑ 履歴事項全部証明書であること

※登記データサービスや現在事項証明書は認められません

☑ 登録申請日において発行日から３か月以内のものであること

☑ 全ページ揃っていること

※添付できるデータの上限は１０MBです。

履歴事項全部証明書

法人申請の必要書類です。

履歴事項全部証明書である
ことを確認してください

青枠は登録申請の入力項目
です。
申請時には、履歴事項全部証
明書の内容と一致するよう入
力してください。

・法人番号
※履歴事項全部証明書に記載

の法人番号は12桁です。13桁

の法人番号が不明な場合は、

国税庁法人番号公表サイトに

て確認してください。

・商号（法人名）

・本店住所

・設立年月日

・資本金

・役員情報

発行日を確認してください

ページ数を確認してください

３－３ 添付書類についての注意点

24
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（例）

発行元を
確認してください

以下の項目を必ず確認し、添付してください。

※該当しない項目がある場合、有効な書類と認められません。

☑ 納税証明書（その１納税額等証明用）または（その２所得金額用）

であること ※（その３）（その４）や、領収書等は認められません

☑ 税目が法人税であること ※消費税等は認められません

☑ 直近分であること ※申請時点で取得できる直近分に限ります

☑ 発行元が税務署であること

法人税納税証明書（その１またはその２）

納税証明書の種類を確認
してください

税目を
確認してください

年度を
確認してください

法人申請の必要書類です

医療法人や社会福祉法人等で

法人税非課税となる場合等は、

納税額0円の納税証明書を発

行してください。

３－３ 添付書類についての注意点

25
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身分証明書は以下のいずれかを添付してください。

☑ 運転免許書（申請日が有効期限内であること）、運転経歴証明書

※裏面に記載がある場合は裏面も提出してください。

☑ 住民票（申請日時点で発行日から３か月以内であること）

納税証明書の種類を
確認してください

（例）

税目を
確認してください

年分を
確認してください

発行元を
確認してください

所得税納税証明書は以下の項目を必ず確認し、添付してください。

※該当しない項目がある場合、有効な書類と認められません。

☑ 納税証明書（その１納税額等証明用）または（その２所得金額用）

であること ※（その３）（その４）や、領収書等は認められません

☑ 税目が所得税であること ※消費税等は認められません

☑ 直近分であること ※申請時点で取得できる直近分に限ります

☑ 発行元が税務署であること

身分証明書

所得税納税証明書（その１またはその２）
個人事業主の必要書類です

３－３ 添付書類についての注意点

身分証明書

納税証明書

26
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２

以下の項目を必ず確認し、添付してください。

※該当しない項目がある場合、有効な書類と認められません。

☑ 確定申告書Bであること

☑ 令和2年分であること

※ただし、やむを得ない事情がある場合に限り令和元年分の提出も可とする。

☑ 税務署が受領していることがわかること

（１）確定申告書第一表の控えに収受日付印が押印されていること

（税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字されていること）

（２）自宅からのe-Taxによる申告の場合は「受信通知（メール詳細）」を添付すること

令和2年分であることを
確認してください

税務署が受領している

ことを確認してください

確定申告書Bであること
を確認してください

２

※収受日付印（税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字）又は受信

通知（メール詳細）のいずれも存在しない場合は、提出する確定申告書類の年度の納税証

明書（その２所得金額用）を提出することで代替することができる。

その場合、納税証明書の添付の際に、納税証明書（その２所得金額用）を添付すること。

所得税確定申告書B

個人事業主の必要書類です

27

３－３ 添付書類についての注意点



交付申請の手引き

目次に戻る28

3－４ 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～プロセス数

顧客対応・販売支援 決済・債権債務・資金回収管理

業種固有プロセス

会計・財務・経営調達・供給・在庫・物流

業務プロセス 汎用プロセス

単体ソフトウェア
大
分
類
一

連携型ソフトウェア

ソフトウェアに含まれるプロセス

A類型
• 業務プロセス【共P-01～各業種P-0６】のうち1種類以上を保有するソフトウェアを申

請する必要があります。 汎用プロセスのみでは申請できません。

B類型
• 業務プロセス【共P-01～各業種P-0６】汎用プロセス【汎P-07】のうち４種類以上を保

有するソフトウェアを申請する必要があります。
• 複数のソフトウェアを組み合わせて申請し、要件を満たすことが可能です。

C類型
• 業務プロセス【共P-01～各業種P-0６】汎用プロセス【汎P-07】のうち２種類以上を保

有するソフトウェアを申請する必要があります。
• 複数のソフトウェアを組み合わせて申請し、要件を満たすことが可能です。

D類型
• 業務プロセス【共P-01～各業種P-0６】汎用プロセス【汎P-07】のうち２種類以上を保

有するソフトウェアを申請する必要があります。
• 複数のソフトウェアを組み合わせて申請し、要件を満たすことが可能です。

※C類型申請用

ソフトウェアは保有する機能によって、下記のとおりプロセスが割り当てられています。

交付申請では、申請する類型毎にそのプロセス数の要件が異なりますので、よく確認の

うえ申請を行ってください。

共P-01 共P-0２

共P-0３ 共P-0４

共P-0５ 各業種P-0６

汎P-0７

総務・人事･給与・労務・
教育訓練・法務・情シス

汎用・自動化・分析ツール
（業種・業務が限定されないが生産性向上への
寄与が認められる業務プロセスに付随しない

専用のソフトウェア）

複数のソフトウェアを組み合わせて申請する場合、同じ種類のプロセスは１種類とカウントします。

ソフトウェア

交付申請に必要なプロセス数
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単体ソフトウェアを１つ以上申請すること

単体ソフトウェアを１つ以上申請してください。

申請に必要なプロセス数は業務プロセスから１種類以上です。

単体ソフトウェアが要件を満たすうえで、オプション、役務の申請が可能です。

※オプション・役務は申請するソフトウェアに関連するものに限ります。

実績報告時に、申請したソフトウェアとの関連が判断できない場合は補助の対象外となります。

大
分
類Ⅲ

大
分
類Ⅱ 機能拡張

データ連携
ツール

セキュリティ

単体ソフトウェア

大
分
類
一

連携型ソフトウェア（C類型のみ）、ハードウェアレンタル（C・D類型のみ）は申請できません。

連携型ソフトウェア☓

ハードウェア
レンタル☓

A類型

ソフトウェア

オプション

役務

３－５ 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～A類型

+単体ソフトウェア
（業務プロセス）

単体ソフトウェア
（汎用プロセス)

単体ソフトウェア
（業務プロセス）

オプション

役務

単体ソフトウェアが要件を満たすうえで、複数のソフトウェア及びオプション、役務を
組み合わせた申請が可能です。

○

○

○

○

導入コンサル
ティング

導入設定・
マニュアル作
成・導入研修

保守サポート
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単体ソフトウェア 連携型ソフトウェア☓

導入コンサル
ティング

導入設定・
マニュアル作
成・導入研修

保守サポート
ハードウェア
レンタル

30

連携型ソフトウェア（C類型のみ）、ハードウェアレンタル（C・D類型のみ）は申請できません。

単体ソフトウェアを１つ以上申請すること

大
分
類Ⅲ

大
分
類Ⅱ 機能拡張

データ連携
ツール

セキュリティ

大
分
類
一

☓

+単体ソフトウェア
（業務プロセス）

単体ソフトウェア
（汎用プロセス)

単体ソフトウェア
（業務プロセス）

オプション

役務

単体ソフトウェアが要件を満たすうえで、複数のソフトウェア及びオプション、役務を
組み合わせた申請が可能です。

３－６ 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～B類型

○

○

○

○

ソフトウェア

オプション

役務

単体ソフトウェアを１つ以上申請してください。

申請に必要なプロセス数は4種類以上です。

単体ソフトウェアが要件を満たすうえで、オプション、役務の申請が可能です。

※オプション・役務は申請するソフトウェアに関連するものに限ります。

実績報告時に、申請したソフトウェアとの関連が判断できない場合は補助の対象外となります。

B類型
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連携型ソフトウェアを１つ以上申請してください。

必要なプロセス数は２種類以上です。

申請するソフトウェア（単体・連携型）はすべて業務形態の非対面化に資するITツールである必要

があります。

連携型ソフトウェアが要件を満たすうえで、単体ソフトウェア、オプション、役務の申請が可能です。

※オプション・役務は申請するソフトウェアに関連するものに限ります。

実績報告時に、申請したソフトウェアとの関連が判断できない場合は補助の対象外となります。
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連携型ソフトウェアを１つ以上申請すること

連携型ソフトウェアに加え、単体ソフトウェアの申請も可能です。

※業務形態の非対面化に資するITツールでないITツールは申請できません。

+

大
分
類Ⅲ

大
分
類Ⅱ

機能拡張
データ連携
ツール

セキュリティ

単体ソフトウェア

大
分
類
一

連携型ソフトウェア

オプション

役務単体ソフトウェア
非対面化

単体ソフトウェア
非対面化でない

✖

連携型ソフトウェア

連携型ソフトウェア

連携型ソフトウェアが要件を満たすうえで、単体ソフトウェア及びオプション、役務を組
み合わせた申請が可能です。

+

導入コンサル
ティング

導入設定・
マニュアル作
成・導入研修

保守サポート
ハードウェア
レンタル

３－７ 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～C類型

○○

○ ○

ソフトウェア

オプション

役務

C類型
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単体ソフトウェア
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※クラウド化に資するITツールでないITツールは申請できません。

単体ソフトウェアを１つ以上申請してください。

必要なプロセス数は２種類以上です。

申請する単体ソフトウェアはすべて業務形態の非対面化に資するITツールである必要があります。

申請する単体ソフトウェアはすべてクラウド対応のITツールである必要があります。

ソフトウェアが要件を満たすうえで、オプション、役務の申請も可能です。

※オプション・役務は申請するソフトウェアに関連するものに限ります。

実績報告時に、申請したソフトウェアとの関連が判断できない場合は補助の対象外となります。

単体ソフトウェアを１つ以上申請すること

+

大
分
類Ⅲ

大
分
類Ⅱ 機能拡張

データ連携
ツール

セキュリティ

大
分
類
一

オプション

役務

単体ソフトウェア
非対面化＆クラウド対応

単体ソフトウェア
クラウド対応でない

単体ソフトウェア
非対面化でない

単体ソフトウェア
非対面化＆クラウド対応

✖ ✖
+

導入コンサル
ティング

導入設定・
マニュアル作
成・導入研修

保守サポート
ハードウェア
レンタル

連携型ソフトウェア☓

３－８ 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～D類型

単体ソフトウェアが要件を満たすうえで、複数のソフトウェア及びオプション、役務を
組み合わせた申請が可能です。

○

○
○

ソフトウェア

オプション

役務

※業務形態の非対面化に資するITツールでないITツールは申請できません。

D類型
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交付申請時に選択していないITツールの費用は対象となりません。
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３－９ 交付申請を行う際のITツールについての注意点

交付申請では、導入するITツールを正しく選択し、申請してください。実績報告時に、交
付申請したITツールが正しく導入されていないことが見受けられた場合、補助金の交付を
受けることができない場合があります。

実績報告の確定検査について

ハードウェアレンタルについて

ソフトウェアと合わせて導入することで、業務形態の非対面化を実現し、生産性向上を図ることが目

的のハードウェアのレンタル費用が、Ｃ類型・Ｄ類型に限り対象となります。

補助対象となる経費、対象外となる経費をよく確認のうえ申請を行ってください。

また、実績報告時には、ハードウェアレンタルに関する各種証憑（レンタル契約書・申込書、納品書・引き

渡し書、レンタル内容明細書、請求書等）の提出が必要となります。

公募要領 特別枠（C・D類型）

ITツール登録要領

IT導入支援事業者は、「ソフトウェア」「オプション」「役務」をそれぞれ事前にITツール登録し、導

入するITツールを交付申請時に正しく選択してください。

実績報告の検査にて、交付申請時に選択されていない費用が他の費用に含まれていると判断され

た場合、補助対象外となりますのでご注意ください。

（補助対象外となる例）

ソフトウェアのITツールのみを交付申請し、ソフトウェアと役務の費用を対象費用として実績報告

する。

⇒役務のITツールが交付申請時に選択されていないため、役務費用は補助対象となりません。

※交付申請時に選択されていない費用は全て補助対象外となります。

事業完了後、補助事業者とIT導入支援事業者は実績報告を行います。事務局は報告された内容

について、事業が申請内容に基づき実施され、経費が適正に支出されたことを、検査します。

交付申請時で選択するITツールの内容や補助対象となる経費をよく確認し、交付申請を行ってく

ださい。

申請者は、本事業にて導入するITツールが交付申請で正しく選択されているか、また、IT

ツールの内容についてIT導入支援事業者へよく確認をし、理解したうえで交付申請を行ってく

ださい。

をよく読み、理解したうえで申請を行ってください。

https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_application_guidelines_tokubetsuwaku.pdf
https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_tool_guidelines.pdf


４．交付申請入力画面イメージ

1. 申請マイページ招待を行う（IT導入支援事業者）

2. 交付申請の作成行う（申請者）

3. 交付申請の作成を行う（IT導入支援事業者）

4. 交付申請の作成を行う（申請者）

5. 交付申請の提出を行う（申請者）
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入力画面イメージについて
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推奨ブラウザについて

申請マイページ、IT事業者ポータルのご利用はWindows環境での

Microsoft® Edge®、Google Chrome™の各最新版を推奨

しています。

推奨環境以外でご利用された場合は、表示や動作が正しく行われな

い可能性があり、正しい申請情報を提出いただけず、審査が行えま

せん。必ず上記推奨ブラウザをご利用ください。

交付申請画面イメージについて

画面イメージに用いている申請情報、数値はサンプルです。画面イ

メージに入力された情報に関するお問い合わせは、一切受け付けて

おりません。あくまでも手順をわかりやすく示すための画面イメー

ジであることをご理解ください。

また、事業形態、申請類型等によって入力項目、表示項目に違いが

生じます。

4 交付申請入力画面イメージ
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交付申請テスト法人
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交付申請手続きは、全類型共通です。IT事業者ポータルから、申請マイページ招

待を行ってください。

※画面イメージ

IT事業者ポータル

「交付申請関連」の「申請者招待」
から申請マイページ招待を開始
してください。

４－１ 申請マイページ招待を行う
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test@test.jp

株式会社IT補助金

37

入力情報を確認し、招待を行ってください。

※画面イメージ

IT事業者ポータル4－１ 申請マイページ招待を行う
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申請マイページ招待が完了しました。

※画面イメージ

IT事業者ポータル

72時間以内に開設を行うよう、申請者へ案内してください。
有効期限がきれた場合、再度申請マイページ招待を行ってください。

※画面イメージ

有効期限がきれた申請は、IT事業者ポータルから「削除」「再招待」を行うことができます。

4－１ 申請マイページ招待を行う
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株式会社テスト
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招待メールのURLからマイページを開設してください。

※画面イメージ

※画面イメージ

4－２ 交付申請の作成を行う

test@test.jp
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申請マイページへログインし、交付申請の作成を開始してください。

※交付申請を行う前に、gBizIDプライムを取得してください。

ｇBizIDはこちら

※画面イメージ

※画面イメージ

申請マイページ

申請マイページ開設後～提出前までの申請は、申請マイページの

「交付申請破棄」ボタンから申請の削除をすることができます。

※一度削除した申請は元に戻せませんのでご注意ください。

「マイページ開設済／交付申請」「申請者交付申請提出待ち」のステータスの

ときのみボタンが表示されます。

交付申請の削除について

同時に複数の交付申請を進めることはできません。

別の申請を進める場合には、申請を削除をした後にIT導入支援

事業者から招待を受けてください。

４－２ 交付申請の作成を行う

https://gbiz-id.go.jp/top/
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基本情報を入力してください。

※画面イメージ

申請マイページ

必要書類を準備のうえ手続きを

進めてください。

【法人】

履歴事項全部証明書の情報を

正確に入力してください。

【個人事業主】

身分証明書、納税証明書、確定

申告書の情報を正確に入力して

ください。

4－２ 交付申請の作成を行う
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基本情報を入力してください。

※画面イメージ

申請マイページ

資本金がない組織形態の場合、

資本金に該当する費目の金額を

入力してください。

どの費目が該当するかは、事務

局ではわかりかねますので各社

判断をしてください。

4－２ 交付申請の作成を行う

事業内容のフリー入力可能な

文字数は２５５文字です。
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基本情報を入力してください。

申請マイページ4－２ 交付申請の作成を行う

※画面イメージ
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SECURITY ACTIONの自己宣言IDを入力してください。

※画面イメージ

申請マイページ

SECURITY ACTIONの自己

宣言IDを取得していないと交

付申請を行うことができません。

4－２ 交付申請の作成を行う

株式会社IT補助金

カブシキガイシャアイティホジョキン
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該当する事業にチェックをいれ、続く設問に最後まで回答してください。

※画面イメージ

申請マイページ4－２ 交付申請の作成を行う
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財務情報を入力してください。

※画面イメージ

申請マイページ

資本金がない組織形態の場合、

資本金に該当する費目の金額を

入力してください。

どの費目が該当するかは、事務

局ではわかりかねますので各社

判断をしてください。

従業員がいない場合、役員また

は事業主の人数を入力してくだ

さい。

4－２ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る47

経営状況についての設問に回答してください。

※画面イメージ

申請マイページ4－２ 交付申請の作成を行う

その他（フリー記入）欄の入力可

能な文字数は２５５文字です。



交付申請の手引き

目次に戻る48

経営状況についての設問に回答してください。

申請マイページ4－２ 交付申請の作成を行う

※画面イメージ



交付申請の手引き

目次に戻る49

経営状況についての設問に回答してください。

※画面イメージ

申請マイページ4－２ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る50

必要書類を添付してください。

個人事業主の場合

・運転免許書、運転経歴証明書、住民票のいずれか P.26

・所得税の納税証明書 P.26

・確定申告書B P.27

※画面イメージ

申請マイページ

履歴事項全部証明書について P.24

法人税納税証明書について P.25

4－２ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る51

申請類型を選択してください。

※画面イメージ

申請マイページ

申請を希望する類型を選択して

ください。類型により、要件、補

助率、導入するITツールの必要

プロセス数、導入できるITツー

ル等、条件が異なります。

4－２ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る

ここまでに入力した情報が表示されます。

請求内容を最終確認してください。

添付ファイルは必ず開き、内容が読み取れることを確認してください。
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ここまでに入力した内容を確認してください。

※画面イメージ

申請マイページ4－２ 交付申請の作成を行う

修正するには「修正する」ボタ

ンから各画面へ遷移して修正

を行ってください。



交付申請の手引き

目次に戻る53

交付申請情報の入力が完了しました。

※画面イメージ

申請マイページ

• 申請者の情報入力は、ここで完了ではありません。

• IT導入支援事業者の入力が完了した後、申請者の入力項目があります。

4－２ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る54

IT事業者ポータルにて交付申請を行う申請を検索し、手続きを行ってください。

※画面イメージ

IT事業者ポータル4－３ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る55

申請者が入力した内容を確認し、必要に応じて訂正を依頼してください。

※画面イメージ

IT事業者ポータル

訂正が必要な場合
は、「申請者へ訂正
を依頼」から行って
ください。

4－３ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る56

IT導入支援事業者担当情報を入力してください。

※画面イメージ

IT事業者ポータル4－３ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る57

労働生産性の計画数値を4年分入力してください。

※画面イメージ

IT事業者ポータル

２０２０/０４～2021/3まで
の実測値を入力してください。
１年分に満たない場合は、１年
分に換算した数値を入力して
ください。

正規雇用、契約社員、パート・
アルバイトの合計人数を入力
してください。
※派遣社員、その他の人数は
含めません。
従業員がいない場合、役員ま
たは事業主の人数を入力して
ください。

上記従業員数の年間平均労働
時間を算出してください。

4－３ 交付申請の作成を行う

2022/４～2026/3までの
4年分の計画値を入力してく
ださい。



交付申請の手引き

目次に戻る58

導入ITツールを選択し、単価、数量を入力してください。

※画面イメージ

IT事業者ポータル

申請者が選択した類型が表示さ
れます。変更する場合は、申請者
に訂正依頼してください。
（P.55）

選択したITツール、補助金申請
額によって類型の詳細が決定し
ます。

選択したITツール、補助金申請
額によって類型の詳細が決定し
ます。

ITツールの選択については
次ページに詳細を記載して
います。

4－３ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る

 ITツールの単価は、ソフトウェア、ライセンスともにITツール登録時に設定した

【標準販売価格】と【最小販売価格】を参考に入力してください。
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IT事業者ポータル

「検索」ボタンからITツールの検索ができます

別ウィンドウが開きます

ITツールの変更申請について

 変更申請中のITツールは交付申請ができません。変更申請が完了してから交付申請を行ってください。

 交付申請にてITツールを選択し、その交付申請が提出されるまでの間に該当のITツールの変更申請を

行った場合、変更申請の審査が完了するまでその交付申請は提出できません。

導入ITツールを選択し、単価、数量を入力してください。
ITツール選択につい
ての詳細

2１ ３

３．【ITツール小計】 単価（円）×導入数量（個）の金額です。

４．販売する価格がITツール小計と異なる場合、入力してください。（ボリュームディスカウント等）

※ITツール小計を上回ることはできません。

１．ライセンスを導入しない場合、「ライセンス不要」に☑を入れてください。ライセンスの単価、導入

数量の入力が不要となります。

２．ITツール登録時に設定した価格帯から単価を入力してください。

4

５

５．３ライセンス１０万円で販売するITツールの場合

ITツール登録単価 ３３，３３４円 ×３ライセンス＝100,002円
10万円で販売するため実質導入価格には100,000円を入力してください。

カテゴリーを選択してITツールの検索ができます

4－３ 交付申請の作成を行う

※画面イメージ

※画面イメージ



交付申請の手引き

目次に戻る

導入ITツールを選択し、単価、数量を入力してください。

 ハードウェアレンタルを入力する際には、単価、期間が同じものを１つのITツールとして

申請してください。
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IT事業者ポータル

「ハードウェアレンタル」を４つ選択し、期間×台数で導入数量を入力してください。

例） ITツール：ハードウェアレンタル（同一製品）を以下のように導入する場合

① 単価：10000円 ×12か月 ×3台
② 単価：１００００円 ×8か月 ×２台
③ 単価：１５０００円 ×３か月 ×１台
④ 単価：１５０００円 ×5か月 ×４台

 期間が違う契約をまとめて入力すると、実績報告時に書類との整合性がとれないことが考え

られます。できるだけ単価、期間が同じものを１つのITツールとして入力してください。

※上記のようにまとめて入力されている場合、実績報告時に詳細を確認させていただくことが

あります。

①

②

③

④

ハードウェアレンタル
の入力について

③④ ハードウェアレンタル 単価１５０００円 導入数量23 で入力する

①② ハードウェアレンタル 単価１００００円 導入数量５２ で入力する

期間が違うものを単価ごとにまとめて入力しないようにしてください。

※画面イメージ

※画面イメージ

4－３ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る61

ここまでに入力した内容を確認してください。

※画面イメージ

IT事業者ポータル

「修正する」で各ページに
遷移します。修正を行って
ください。

4－３ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る62

交付申請の入力が完了しました。

※画面イメージ

IT事業者ポータル

IT導入支援事業者の入力はここで完了ですが、

申請者より訂正依頼があった場合は、訂正を行ってください。

4－３ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る63

申請マイページにログインし、手続きを進めてください。

※画面イメージ

申請マイページ4－４ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る64

申請要件をすべて確認し、チェックをいれてください。

※画面イメージ

申請マイページ4－４ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る65

賃金に関する情報と4年分の計画数値を入力してください。

申請マイページ

申請者が選択した類型と、IT導

入支援事業者が選択した「IT

ツールの種類」、「補助金申請

額」によって類型が判断され表

示されます。

加点・要件に関わらず、計画数

値の入力は必須です。

計画数値を入力すると、直近決

算期の給与支給総額を元に、毎

年の年平均成長率が表示されま

す。

年平均成長率が、毎年1.5％以上増加する計画を策定してください。

最低賃金は構成労働省のHPを参照し、時間当たりの金額に換算してください。

『従業員がいる場合』のみ
表示されます。

該当する場合のみチェック
をいれてください。

従業員とは

基本情報で入力した「正規雇用」

「契約社員」「パート・アルバイト」

の人数を従業員数としています。

直近決算期が１年に満たない場

合、１年分に換算した数値または

直近の１期前の１年分の実績値

を入力してください。

※実績値が１年分に満たないと

正しい計画が策定できません。

交付申請時点における直近月の事業所内最低賃金を入力してください。

4－４ 交付申請の作成を行う

従業員がいない場合、

事業主の最低賃金を算

出してください。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm


交付申請の手引き

目次に戻る66

賃金に関する情報を入力してください。

申請マイページ

『従業員がいる場合』

『従業員がいない場合』

設問のみ表示されます。

「はい」を選択すると、
入力項目が表示され
ます。

1名の従業員が複数に当てはま

る場合、同じ従業員の氏名を入

力してください。

4－４ 交付申請の作成を行う

※画面イメージ



交付申請の手引き

目次に戻る

ここまでに入力した情報が表示されます。

申請内容を最終確認してください。
添付ファイルは必ず開き、内容が読み取れることを確認してください。
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交付申請情報の最終確認を行ってください。

申請マイページ

※画面イメージ

IT導入支援事業者の入力項目に

修正がある場合は、「IT導入支援

事業者へ訂正を依頼」から行って

ください

4－４ 交付申請の作成を行う



交付申請の手引き

目次に戻る68

交付申請を提出する

• 提出が完了しました。採否の発表をお待ちください。

※画面イメージ

申請マイページ

認証コードが届かない場合

電話番号、携帯電話のSMS受信設

定を確認し、３０分以上の間隔をあ

けて再発行をお試しください。

コールセンターにお問い合わせい

ただいても認証コードはお答えで

きません。

4－５ 交付申請の提出を行う

※画面イメージ



5．ステータス・通知メールについて

1. ステータスについて

2. 通知メールについて



交付申請の手引き

目次に戻る

マイページ開設済/交付申請

IT導入支援事業者交付申請

開設準備中

交付申請済

申請者交付申請提出待ち

本事業では、ステータスにて各申請の進捗状況が確認できます。交付申請におけるス
テータスは次のように遷移します。

IT導入支援事業者が申請者にマイページ招待を行った
状態です。

交付申請の提出が完了し、事務局にて交付申請の
審査を行っている状態です。

申請者が申請マイページの開設を完了し、交付申請の
作成を開始している状態です。

審査が完了し、審査の結果補助事業者として採択され
た状態です。

申請者/IT導入支援事業者のステータス

交付決定

IT導入支援事業者が交付申請情報を入力している状
態です。

IT導入支援事業者が交付申請情報の入力を終え、申請
者が情報入力、提出を行える状態です。

5－１ ステータスについて5 ステータス・通知メールについて

IT導入支援事業者

申請者の手続きが必要な状態です。申請者

IT導入支援事業者の手続きが必要な状態です。

申請者

申請者

IT導入支援事業者

申請者

事務局

事務局
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交付申請の手引き

目次に戻る

申請者に通知されるメール

IT導入支援事業者に通知されるメール

本事業では、各種通知、お知らせを事務局からメールにて行います。
登録申請時には通知メールを受信できるメールアドレスを登録する必要があります。

交付申請において通知されるメール一覧

必要に応じて事務局からの通知メールを受信できるよう受信設定を行ってください。

　申請マイページ招待メール
IT導入支援事業者が申請者へ申請マイページ招待を行ったことを通知します。
メールに記載のURLから申請マイページの開設ができます。

　申請マイページ開設完了メール
申請者が申請マイページ開設に必要な基本情報を入力し、申請マイページの開
設が完了したことを通知します。

　入力情報訂正依頼メール
IT導入支援事業者が申請者へ、交付申請情報の訂正依頼を行ったことを通知
します。
申請者は訂正を行ってください。

　交付申請作成完了メール

IT導入支援事業者による計画数値や導入IT導入ツール情報等の入力が完了し
たことを通知します。
申請者は、要件確認、賃金情報入力と交付申請の作成を進め、事務局へ提出を
行ってください。

　本人確認メール（SMS）
事務局へ交付申請を提出する際、本人確認のために申請者の携帯電話番号に
送信されるSMSです。
提出に必要な認証番号を通知します。

　交付申請提出完了メール 申請者による事務局への交付申請が完了したことを通知します。

　採否結果通知メール 外部審査委員会による審査を経て決定した、交付申請の採否を通知します。

5－２ 通知メールについて

　申請者情報更新通知メール
１日の申請者のステータスの動きを、翌日に一括でIT導入支援事業者に通知します。
コンソーシアムの場合は、幹事社と構成員それぞれに１通ずつ送信されます。
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6．交付決定後の流れ

1. 事業実施時の注意点



交付申請の手引き

目次に戻る73

採否結果が通知され、交付決定となった補助事業者は補助事業を実施し、事業完了後、事
務局へ事業実績報告を行ってください。

• 支払方法は、「支払いの事実に関する客観性の担保のため、原則銀行振込及びクレジットカードの１回払い

のみとします。 その他の方法で支払いを行った場合、補助金の交付を受けることができませんので、ご注

意ください。

支払い方法 提出する証憑 証憑に必要な
記載事項

注意点

銀行振込の
場合

必要事項が記載されたいずれか
の書類
• 振込明細書
• 利用明細書
• ネットバンキングの取引完了

画面
• 通帳の表紙と取引該当ページ

• 支払日
• 支払元口座情報
• 支払先口座情報
• 支払金額

・補助事業者側の証憑を提出してください。
・IT導入支援事業者側の書類は、有効では
ありません。
・口座から口座へ支払っていることが確認
できる必要があります。
・現金で、窓口やATMから支払うことは認
められません。

クレジット
カード払い
の場合

• クレジットカード会社発行の取
引明細

• 支払日
• 支払元名
• 支払先名
• 支払金額
• 引き落とし口座

情報

・分割払い、リボ払いは認められません。
【法人の場合】
法人名義の口座から決済されるカード（法
人、ビジネス、コーポレートカード等）で支払
いを行ってください。
【個人事業主の場合】
個人事業主（代表者）本人名義のクレジット
カードで支払いを行ってください。

交付決定 事業実施 実績報告

「交付決定」を受ける前に、契約・発注、支払い等を行った申請は、補助金の交付を受けることができません。

必ず「交付決定」を受けたあとに事業を開始してください。

＜支払い方法について＞

金融機関名、金融機関コード
店名、支店番号
口座番号
口座名義人名(ｶﾅ)

• 補助金を受ける口座の通帳の表紙+表紙裏面または、ネットバ

ンクの必要情報が確認できるページを提出してください。

• 補助金を受ける口座は日本国内の口座に限ります。

• キャッシュカードは認められません。

＜補助金受取口座情報について＞

6－１ 事業実施時の注意点6 交付決定後の流れ

必要な記載事項

事業を開始する際には、必ず「契約・発注」を最初に行ってください。「契約・発注」の前に一部でも支払い

をしている場合や、導入・納品をしている場合は、補助金の交付を受けることができません。

• 実績報告時には、請求金額、請求明細のわかる資料、支払いを行ったことの証憑類と補助金受取口座情

報の提出が必要です。振込を行った際には、必ず振込明細等を保管してください。

※インターネットバンキングを使用した場合、取引明細照会期間を過ぎると証憑の出力ができない場合が

あります。振込完了時点で、必要事項が記載された振込完了画面や、取引明細等を保管するようにしてく

ださい。 実績報告時に必要な証憑の提出ができない場合、補助金の交付を受けることができません。

• 特別枠にてハードウェアレンタルを行う場合、各種証憑（レンタル契約書・申込書、納品書・引き渡し通知書、

レンタル内容明細、請求書等)の提出が必要です。

＜証憑について＞



7．お問い合わせ
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７ お問い合わせ

https://www.it-hojo.jp/IT導入補助金HP

https://www.it-hojo.jp/
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【更新履歴】

2021/04/07 新規作成

2021/04/09 P.20 ⑤交付申請情報の入力の説明文の誤字を修正

P.30 必要なプロセスの種類の表記を修正

P.３６～P.68 画面イメージのコメントの一部を修正、コメントの追加
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